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平成14年 7月 9日（火曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 2号

規
　
則

◯
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
四
五

・
税
務
課
）

公
営
企
業
管
理
規
程

◯
秋
田
県
観
光
施
設
事
業
使
用
料
徴
収
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
（
一
二
・
企
画
業
務
課
）

企
業
局
告
示

◯
男
鹿
水
族
館
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
一
部
委
託
の
廃
止
（
四
）

企
業
局
公
告

◯
水
族
館
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
期
間
及
び
時
間
の
廃
止

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
九
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
中
間
法
人

の
う
ち
、
法
人
税
割
の
課
税
標
準
が
な
い
も
の
で
、
か
つ
、
そ
の
事
業
が
極
め
て
小
規
模
で

あ
る
も
の

第
四
十
六
条
の
四
第
二
項
中
「
第
五
十
一
条
の
三
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
五
項
」

に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
並
び
に
第
五
十
一
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
県
税
事
務
所
長
」
を

「
秋
田
県
税
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
百
五
十
六
号
の
三
及
び
様
式
第
二
百
五
十
六
号
の
五
か
ら
様
式
第
二
百
五
十
六
号
の

「

八
ま
で
の
規
定
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「

」
に
改

」

め
る
。

（
秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
県
税
事
務
所
長
」
を
「
秋
田
県
税

事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

附
　
則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

秋
田
県
観
光
施
設
事
業
使
用
料
徴
収
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
九
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者
　
　

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男
　

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
二
号

秋
田
県
観
光
施
設
事
業
使
用
料
徴
収
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

秋
田
県
観
光
施
設
事
業
使
用
料
徴
収
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
秋
田
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
四

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

１

企

業

局

告

示

規
　
　
　
　
　
　
則

公
営
企
業
管
理
規
程

北
秋
田

秋
田
県
秋
　
田
県
税
事
務
所
長
　
　
　
秋
田
県
秋
田
県
税
事
務
所
長

平
　
鹿
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秋
田
県
企
業
局
告
示
第
四
号

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
男
鹿
水
族
館
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
一
部
委
託
（
昭
和
四
十
五
年
秋
田
県
企
業
局
告
示
第
三

号
）

二
　
男
鹿
水
族
館
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
一
部
委
託
（
昭
和
五
十
二
年
秋
田
県
企
業
局
告
示
第
一

号
）

三
　
男
鹿
水
族
館
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
一
部
委
託
（
昭
和
五
十
二
年
秋
田
県
企
業
局
告
示
第
二

号
）

四
　
男
鹿
水
族
館
の
使
用
料
徴
収
事
務
の
一
部
委
託
（
平
成
三
年
秋
田
県
企
業
局
告
示
第
一
号
）

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
九
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者
　
　

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男
　

水
族
館
の
使
用
料
を
徴
収
す
る
期
間
及
び
時
間
（
昭
和
四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
企
業
局
公
告
）

は
、
廃
止
す
る
。

こ
の
公
告
は
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
九
日

秋
田
県
公
営
企
業
管
理
者
職
務
代
理
者
　
　

秋
田
県
企
業
局
長
　
安
　
田
　
幸
　
男
　

２

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社
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雄
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